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第四次取手市保育所整備計画

はじめに

本市は，市民のニーズを踏まえて充実した保育が提供できるよう，計画的に環境整備

を進めるため，平成 16 年度から「保育所整備計画」を策定しています。

第二次計画期（平成 21 年度から平成 26 年度）では，公立保育所の 3 所を民営化し，

個々の特徴を活かした保育サービスの提案に努め，第三次計画期（平成 27 年度から平成·

31 年度）では，吉田保育所・舟山保育所の老朽化に対応するため，令和 2年 1 月に旧取

手第一中学校の跡地に取手市立井野なないろ保育所が開所しました。

合後も本市の特色を維持しながら，より良い保育環境の構築を目指すために「第四次

取手市保育所整備計画」を策定しました。

1 計画の位置づけと計画期間

{1) 計画の位置づけ

本市の保育行政を推進していく上で，教育・保育（認定こども園・幼稚園・保育所）

の確保方策（定員）を定める「第二期取手市子ども・子育て支援事業計画」との整合性

を図り，今後の公立保育所等の整備方針・整備予定を示すために市が任意に策定する計
画として位置づけるものです。

保育サービス等の実施内容や実施体制の確保については，子どもヽ子育て支援法によ

り策定が義務付けされている「第二期取手市子ども・子育て支援事業計画」で定めてお

り，本計画では，施設の漿備·維持管理・運用等に係る事項について定めます。

(2) 計画期間

令和 2年度から令和 6 年度までの 5年間

' 2 第三次計画の総括

(1) 第三次計画において設定した課題

課題① 保育の質の向上と保護者のニーズヘの対応

課題② 老朽化した施設の改修・統合等の判断

課題③ 市の財政負担の軽減



(2) 第三次計画の成果（課題の解決状況）

課題① 保育の質の向上と保護者のニーズヘの対応

マ

・保育］質の向上
・保護ニーズ

I 
I 

・保育の質の向上
I 

・保育の質の向上
I 

・保護者ニーズ
....L 
I 

・保育の質の向上

私立幼稚園から認定こども園への移行で保育定員の

拡充（全 9 園）

空調設備の整備

防犯対策の強化

R2 より公立保育所に ICT を母入

ニーズヘの対応 R2 より井野なないろ保育所にて一時保育の開始

l 
・保護者ニーズヘの対応

l 

H28 より私立保育園（稲保育園）にて病後児保育の開

始·

H29 より私立保育園（どんぐり保育園）にて病児保育

の開始
-t--

H29 より私立保育園（どんぐり保育固）にて一時保育

の開始

H29 より私立保育園（どんぐり保育園）にて休日保育

の実施

・保護者ニーズヘの対応

・保護者ニーズヘの対応

・保護者ニーズヘの対応

・保護者二＿ズヘの対応 1i H31 私立保育園（藤代駅前ナーサリースクール）にて

I ＇駅前保育園の新設

・保設者ニーズヘの対応
H31 私立保育園（藤代釈前ナーサリースク＿ル）にて

一時保育の開始

課題② 老朽化した施設の改修・統合等の判断

戸頭心¢.—,...,., 

• ., •.•, 

戸頭・永山中区域
. J 

I 
・老朽化した施設の改修．I H27 私立保育園（稲保育園）の建替え補助

・老朽化した施設の改修
H28 私立認定こども園保育園（みどりヶ丘幼稚園）の

建替え補助

・老朽化した施設の改修 H30 私立認定こども園（取手幼稚園）建替え補助

_ 1 

•吉田保育所．舟山保育

所の蓋備の検討
R1 吉田保育所．舟山保育所を統合し．

保育所の新設

井野なないろ

・老朽叶した施設の改修

・老朽化した施設の改修

Rl 東部地域子育て支援センターの移設）

（井野なないろ地域子育て支援センター）

Rl 私立認定こども固（あづま幼稚園）の建替え補助

丁・老朽化した施設の改修 Rl 私立保育固（戸頭東保育園）の建替え補助
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課題③ 市の財政負担の軽減

民間施設との役割分担）

•市の財政負担の軽減

（民間施設との役割分担）

国県補助等を活用し，民間施設による保育機能を拡

充

4 つの中学校区域ごとに公立保育所 1 か所配置の考

え方に碁づき吉田保育所と舟山保育所の 2 か所を統

合し，井野なないろ保育所を開所した。

(3) 第三次計画の評価

^ 
〔第三次計画の評価〕

......................................................................................... ｷｷ. 
: ►私立保育園・認定こども園の施設整備へfft極的な財政支援を行い、保育定員の：

: 確保等，公立保育所・民間施設の役割を明確化 、

; ► ICT導入による保育士の就労環境の整備

: ►学校跡地を複合エリアにリニューアルし，地域へ開放，公有地の有効活用 : 
: ►必要な施設改修（空調設備の整備，防犯対策の強化）

...............................................................................`............. 

平成 27 年度から令和元年度にかけて，私立保育所・認定こども園新設・増改築の補助

を行ってきました。これにより市内の老朽化した民間施設を改修し，保育定員を 280 人

増加することができました。建設袈については，総事業贄が 2,378,042 千円に対し，国·

県の補助額が 987,465 千円，市の負担額が 355,883 千円であり，市の財政負担をおさえ

ながら民間施設の整備を行うことができました。民間施設に期待する定員確保の役割の

ほか，子ども・子育て支援計画で提供体制の充実・確保を図ることとされている，一時

保育・病児保育・休日保育等の実施箇所を増加し，利用年齢や保育時間の拡大など柔軟

な対応とサービスの提供を拡充し，保護者の多様な就労形態やニーズに応えることがで

きました。

公立保育所では県内初となる情報通信技術（ I CT) を導入し，保育士の事務軽減を図

り保育の充実と質の向上につながるよう就労環境の斃備に努めました。

令和 2 年 1 月には，老朽化した吉田保育所と舟山保育所を統合して，旧取手第一中学

校跡地に多世代の地域交流や防災機能も兼ね備えた，井野なないろ保育所・井野なない

ろ地域子育て支援センターとして開所しました。

. 児童が安全で安心な保育所生活を送れるように，近年の猛暑への対応としてエアコン
の緊急追加設匝や施設の改修および機械笞備，非常通報装置の導入により防犯対策の強

化を実施しました。
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麗民間施設への施設整備による増加定員（保育）と補助内容

゜
I I o 病後児 101.268 50.634 298,161 

改簗工事（老朽化）・病後児

保育

24 I 145 21 234.925 96,155 530.010 増・改築工事（老朽化）

゜
I 30 30 1,636 818 38,537 

事業所内保育事業

（病児保育補助）

15 40 25 149.277 38,836 273,196 増・改築工事（老朽化）

゜
60 60 34,000 17,000 101,800 新築工事（貨貸補助）

15 73 58 201.313 100,295 578,282 増・改築工事（老朽化）

100 138 38 214,339 26,792 453,183 増·改築工事（老朽化）

゜
48 48 50,707 25,353 104,873 増簗工事

らー·9年1;:.c字:~や； （認定こども園化）

, 154 434 280 987,465 355.883 2,378,042 .. 

※戸頭東保育園とつつみ幼稚園の補助額は交付決定頷

3 教育・保育施設の現状

（ 1) 児童人口の推移 I 
児童人口は減少傾向で推移し，保育年齢も減少傾向で推移すると予測されます。

譴児童人口の実績値・推計値
9..9 ~̀ 

657 

700 

689 

764 

6
6
6
-
6
5
7

市

662 

637 

726 

662 

: ｷ,..,.  • • -,.....  9 

` 
．；な . ぷ年·込．必•へ｀しりば．：：ふ‘ぷ歪‘

ｻ 9 ,.,•a• -• 9・｀． . • ゥ・々 ,·;1.

‘:”•R5 毎J .R硲程•;'~:
.,.、1r.. 9.、,.・｀ヽ．・’. "卜： 9 ..., •.. 

572 I 576 I 580 

610 I 605 I 604 I 608 

673 

677 

734 

621 

714 

616 

661 

6 f 5 

658 

669 

ク・• 9 

•—t、 10

——· . l l 、”公・・．．
9 .  • 
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7;24 

782 
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743 

676 

743 

731 

t
 

,,,a 
合 屯

．；・・ 9`＇•IX心心がゞ漆梵必

※平成 29 年から平成 31 年は住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）
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(2) 施設の状況

取手市子ども・子育て支援事業計画において設定した 4 つの中学校区域ごとに，教育・

保育の確保方策を講じます。

平成 3l 年 4 月 1 日現在の教育・保育施設は計 29 か所， うち公立保育所は 7 か所あり

ます。令和 2 年 1 月より吉田保育所と舟山保育所が統合して井野なないろ保育所となり，

公立保育所は 6 か所となりました。

圏各区域における教育・保育施設等の分布

= 四］．さi••.‘`:; •．＾に、．｀f,

下：ji・・唸蕊声雫声］ｷ ｀\--==予・五論＝ぇー 、‘、`

` 
' 
' , 

ヽ
/ 

北竺烈；．よ .. ` q 贔 .• ; `̀ ... でこ＿ ＼―．.^、ご汀；，＜、と賢疇害，＇

諺．＇？：竺＝三‘‘、‘、―\―勺：：宣言霞
亨ふ乏‘ご．＇、ここ：：こ～、こ□｀窒ソ．“

嘩園（こ） i芯忍炉｀
, l..,' ì ｷ, 9 ,  

翠や｛和．苓‘；心＼

薗各区域の施設情報

口遇認兄 滋玄紐：”9.ーe,ー:匁礁,ぇ・"ぷ醒ク•固呵• t落9-5 t • 

;, ;+~囀•'.:認99:·、え.^可、さ、,保,ー,,.',育.e,_ぷ:•所咲：．j．竺｀菟c._.ヽ （・ざ固メダ‘）:9:：;ヽ忍~,`:: : , ~船證和琴洒懇咲応籾9阻蒻滋；師謡息□謳ごi詈
392 426 951 2 2 ※ 2 

゜
21 1 I 2 

26,877 417 478 1.088 3 

゜
1 I 2 I 01 1 I 1 I 3 

25,136 589 575 1.173 31 o I 2 I 1 I 1 l 3 l 1 I 3 
り．：．：中宅孜区摂稔ふ．

鑓，．屯菌斜．嘩姐：疇棄．9 て．9 31.801 l 544 I 617 I 1.491 I 1 I 2 I 2 I 41 OI 5 I 1 I 6 

.,....  9. 

市全域 I 101.204 I t.942 I 2.096 I 4. 103 I 9 I 4 I ※ 7 I 8 1 I I 11 I 41 14 

※令和 2 年 1 月より吉田保育所と舟山保育所が統合して井野なないろ保育所となり、公立保育所は 6 か所となりました。

※平成 31 年 4 月 1 日現在
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墨各区域の公立保育所情報 I 

,•こと ・．．▼: •こ ・・ゴ・よ四ふ．ふヽ・雪:t..'•.. ;' .. :;'·菟尋：．、←―2疇＜•:•．ー・ 9ヽ彎•-臼·• -: ，．保i所名 芯硯蘊施哀設産の，i翠乱 頃必,,•••.•• ,,ゞ.ぷ、ヽ.配葬,9こ.ふ• • .c.準•.. , •• . 農..訃,・ 唸祖通を心こらべ（ふ粛面ダ•）―：`積>．•—9··．·ぐ3 
• .. ・9定し.k員... ): •• :. • . . ...........ン.•.. g•.... .備....考..••.·・ｷ .・.. . .. 

①取．手．．第マ・．9マc ..中..．.学.;,.. •i· ,己校．•．と.，・怨・区•..←ー亨「.·.綾.·」．・•衷．｀，と．·豆．石’と:•．~・・5．•ヤ一.人，．.ざ.．9・て．;9.』. ; • 

吉田保育所 S.46 年 鉄骨造 1 階 666.07 120 R2. 1 統合

井野なないる
舟山育所 S.46 年 鉄骨造 1 階 648.66 100 

保育所

②取手第二中学校区域：’ー·.9 白山保育所 H. 11 年 鉄骨造 2 階＇ 1. 581. 11 130 

•®•• 戸頭.永.．.．.，．.山．~．.．．・.．~ 中•..:．々.：.: .学.r恐•.’9校.,•.r•入.•.ぢ.区~:.．ぞ］•認9·・域．・•．ぐ•,• ふ．迄認さ.. 1;` .g さ心• , 永山i呆育所 H.21 年 鉄骨造 2階 978.85 100 

戸頭it 保育所 S.50 年 鉄骨造 1 階 565.47 90 

•,(. :,,-：藤·,，．ュ·9.代d,-,と,．•互•．藤99 、.• 』代'-·▼南七.'ヽヽ中•'9 学，"．:足,·．:~,.校~•~tわ．えち区：’~ ・~撫.唸''v•:'9名翠’:荘̀  • 
中央i呆育所 H.2 年 鉄骨造 1 階 632. 76 120 

久賀i呆育所 H.20 年 鉄骨造 2 階 1. 272. 24 132 

(3) 待機児童の状況

平成27 年度から待機児置が発生しています。平成 31 年 4 月現在の待機児童数は 0 歳

児 4 人

待機児童発生の主な原因土しましては，公立保育所の保育士不足により定員まで入所
させることができなかったことがあげられます。

國待機児童数の推移

4 人 8 人

喜：9：邸·9年度~
15 人

I 

※各年度 4 月 1 日現在

(4) 公立保育所が担ラ役：j

公立保育所については， つの中学校区域ごとにバランスよく配置し，区域内の保

育定員確保の調整を行い，予育て支援や利用者支援機能の連携および緊急時の入所等を
支援する役割

民間施設については，定，確保の中心的な役割や，病児・病後児保育，休日保育，延

長保育等における柔軟な対，f‘とサービスの提供等を担っています。保護者のニーズヘの
対応と選択肢

::}]臼厨尋I正渇疇麟
と区域笞蝉賃·-9.̀ •• 、忍ぷ・

• 999 9....tヽ;.~:.,ヽ．ぷ9:^ : • •`\’•：：...,し;.3: 
• • ·9卜み・謬：．、公炉翌全ぷ．9:：令窃：瑚• •· ·ジ”‘Yゞ ：；、和， 9,．？·｀ 7: : •..．．忍·

確保わる定員喜言；J-岱
• 9 • • ’・・．で・t..て^: ·s、ー：ヽ ヽ．:ｷ. :c:=--‘亀．． ~;-,::-'':·.Y-.C.':···.- ．→· •? ；ドと

v • -.  ,ｷｷ • ·ジヘ・ベ’:’,·ニ・「＇i‘>·グ＇“>，ヽ＇ゞ，·ｷ し•.會·:
．，グヽ 9.. - -•、、●

．：子育℃支援拠点機能',·
.; •.· •. : <’•, 9 ~ • -'-~”•'、:...

利用者支援機能 ? 

・区域ごとにバランスよく配置

•利用者の選択肢の確保と定員確保の調整
機能 1 

・区域ごとに子育て支援センターを配置

・地域の利用者支援拠点の中心的役割

・子育て世［包括支援センター
利用者支 m事業（基本型）の実施

・定員確保の中心的な役割

・各保育園の理念・方針等に基づいた支援

の実施

•主に各保育園の在籍児童等の保護者．利

用希望者への支援

その他期待される機 1 ・養育上の寺別な問題を抱える家庭能 （保護者十び乳幼児）への支援
・ ・緊急一時りな保育への対応

・病児保育 ・延長保育

・休日保育 ・駅前保育

6
 



4 第四次計画の整備方針

保育の質の向上と保護者のニーズヘの対応を図るために，公立保育所と民問施設との

役割分担を調整していく必要があります。

取手市子ども・子育て支援事業計画において設定した 4 つの中学校区域ごとに，公立

保育所 1 か所配置の考え方を基本とし．公立保育所の廃止と民営化について検討してい

きます。子育て支援センターの運営の効率化についても検討していきます。

また，施設整備については，適正な保守管理を継続し，中長期的な改修を計画的に実施し

ていきます。

第四次計画における課題と方針

課題
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．重．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．. ----------------------------------------- - - - - -- - - -- -- - - -- - - - - - - - -- - - - -- ----------. .. ; ①老朽化した施設整備に要する費用の増加 : 

. 
..  : ②待機児童の解消 : 

. 
.. : ③安定した保育運営のために必要な保育士配置 : . .. .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■................................................ 

方針..................................................................................... .~ . 
①戸頭·永山中学校区域の戸頭北保育所の廃止を検討

②藤代・藤代南中学校区域の中央保育所の民営化を検討

③子育て支援センターの運営管理を検討

④計画的な改修の実施

. .................................................................................... 

①戸頭・永山中学校区域の戸頭北保育所の廃止を検討

第三次保育所整備計画の施設の老朽化に伴う保育所の統廃合， 4 つの中学校区域ごと

に公立保育所 1 か所配置の考え方に基づき，公立保育所の施設整備と民営化について検

討しました。第三次保育所整備計画でも課題でありました戸頭北保育所の老朽化対策に

ついて，保育行政推進検討委員会と児童福祉審鏃会に諮りました。

戸頭北保育所がある戸頭·永山中学校区域には， 7 か所の教育保育施設がありますが，

このうち，令和元年 10 月には，あづま幼稚園が利用定員 90 人から 178 人の 0 歳から 5

歳までの児童を受け入れる幼稚園型認定こども園接続型施設として，令和 2 年 4 月には

戸頭東保育園が利用定員 100 人から 138 人に拡充し開設します。

これにより戸頭北保育所の利用定員 90 人については，同区域内と隣接する区域の供給

猷により受入れ確保ができると見込まれることとなりました。

少子高齢化が進展するなか，効率的で有効性のある行政運営を推進するため，老朽化

を機に今期計画中に施設の廃止について，時期も含めて検討していきます。

7
 



②藤代・藤代南中学校区：の中央保育所の民営化を検討

第四次保育所整備計画に‘いても， 4 つの中学校区域ごとに公立保育所 1 か所配個の

考え方に基づき，藤代・藤代南中学校区域においては公立保育所が 2 か所あることから，

今期計画中に中央保育所の民営化を，時期も含めて検討していきます。

I 固平成 20 年 4 月における公立保育所の定員

310 3 か所 220 71.0% 2 か所

255 3 か所 255 100.0% 3 か所

480 5 か所 240 50.0% 2 か所

1.490 16 か所 1,115 74.8% 11 か所

閾令和 2年度における利用定員確保の計画値
..,,、,..·が· ••笠＇

笠＃告渓；芸
..{91 

..1': 1，噌

一疇·

321 39 136 6 か所 130 26.2% 

321 44 195 7 か所 190 33.9% 

388 47 185 7 か所 252 40.6% 

1 か所

2 か所

2 か所

2.104 I 1,.211 

E営管理を検討．
I 

ごとに直営で運営している

，より効率的な運営体制と

ついて検討していきます。

170 663 25 か所 792 37.6% 6 か所

※第二期取手市子ども・子育て支援事菜計画より

いきます。

‘ 
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整備の具体的なスケジュール

(1) 取手第一中学校区域

令和 2 年 1 月には，

が開所し 1 か所となりました。

現在の施設を維持し，適正な保守管理を継続していきます。

吉田保育所と舟山保育所の 2 か所が統合し， 井野なないろ保育所

国現状と第四次の整備計画

|；万遠亘疇ご・1’f,'9:. .,:]恥頑'‘望責言望i亨”り，：：：ロ：：：：：汀第四緬面直言言．胃ご叫
• 1 か所

・定員 220 人

9. .'  ' • ,,·,,;三．哀雰
..、•ぺ．．，．．．：｀ら•.'•..,.,..,．．ヽ••一．：)';,.::,-;如：i！

保育所数•と定負寝＇法
’ 、．．．へ•’.. •• ••.. :',;..'. 

• ••.;,. ·ぷ
.,  9 :; •‘··:9. .,• 

子育て．支援．'.,
．．．、，．．｀ •., 
..．ン．．．． V 、,．..

利用者支援機能

・施設数及び定員を維持

•井野なないろ地域子育て支援セ

ンター

（井野なないろ保育所隣接）

・運営管理方法について検討

.、;、; •,‘. 
施設管理・・・整備；．．．竺’.I ※特に問題・課題なし

• • ; • r ｷ 鴫・天

、,. :.., ｷ.., 9., 

• '• • • • • 9, • • ` ·ヽ．．． ・ニ・．．ざi泰：ヽ·

壌豆.‘•ム・ 7•ゞ．；• 
・●●＇．•，：,···_,'.

・通常の保守管理を継続

•第三次計画における民営化実績

なし
•実施予定なし

園施設概要
.: i;．．ぷi • 9っ；

,、..

、·?.・
.,.•:,... 口野なないろ保首 R1年

麟9 、~ 9ｷ  ̂  

m 

園管理・整備予定

1 井野なないろ保育所
•, ~9. 9.-:· ；い屯

I< ̀ ’... : .• • • 9 

保守点検

建物保全管理 実施予定なし

施設整備（改修・建替え等） 実施予定なし

, 



(2) 取手第二中学校区域

現在の施設を維持し． 適皿な保守管理を継続していきます。

璽現状と第四次の整備計画

國施設概要
I［函忍和1 芯窃姿，玩：公

匿管理・整備予定

白山保育所

建物保全管理※ 1

•白山地域午育て支援センター
（白山保育所 2 階）

特に問題・課題なし

•第三次計画における民営化実栢

なし

；；：．ら1 と｀．••,..:.

現施設の，建築年一
..'‘'r・．，．一、＇・｀

H.11 年

施設整備（改修・建替え等）

※1 屋根・外壁． 内装・建具篭気通信設備．空調設備，

10 

・施設数及び定員を維持

・運営管理方法について検討

・中規模改修

•実施予定なし

1. 581. 11 

計画的改修

実施予定なし

給排水・ガス



(3) 戸頭・永山中学校区域

私立保育園と認定こども園の施設整備により，保育定員数を拡充し， この地区の保育

早急に対策す癖要に対応できると見込まれます。

る必要があります。

老朽化した戸頭北保育所については，

4 つの中学校区域ごとに公立保育所 l か所配個の考え方に基づき， 老朽化した戸頭北

保育所については． 計画期間内に廃止を検討していきます。

國現状と第四次の整備計画

只三韮9鬱9|夏誓望］．：蘊我：＇へ；：冥紐1’0 ;:;9]言芯I：：こ：；言、＇A ;s夏第！四汲西整備if面·摩：厄只馨
茫•勺．・ ダさ'‘ぶ•’. • 2 か所~.·.·.. .- ,1.·~ • 

＇：保育所数と定員． 9”3,:• ・定員 永山保育所 100 人
々-· -•·.•. ー●＇' •.．じ．．： a ；呵

戸頭北保育所 90 人

,.ｷ. .~ , 

子育て．支．．援．． ．•．.、.. ・戸頭地域子育て支援センター

，利ヽ用·’者支援機能 , （戸頭北保育所に隣接）
．ヽ• •、,

、,‘:.

i施設管理・整備． ` • .~. ·.~ヽ'.••・
・戸頭北保育所の老朽化

. - ・‘., •; 
9・ •第三次計画における民堂化実績；；民,営.化：.. ... :,{ 1,. 

．暑•·ふ'.勺‘:.．i(?:...:{.,.,―..,...'9 '9....: .;  • •、.. .f. • • • -. なし

匿施設概要
;··,雰．応；琴匁．：と認·,芯．｀

ゞ‘· ;·;刊，保育所盆茫～｀．ぎ‘l'
.;•立・：• ｀か·,.'ぷ．．ぷジ：認がき．ぶ＇

永山保育所

・施設数及び定員を維持

・運営管理方法について検討

・戸頭北保育所の廃止・解体

•実施予定なし

978. 85 

□: 戸頭北保育所 S.50 年 鉄骨造1 階 565.47 90 人

謳管理·整備予定

1 永山保育所

応
保守点検

建物保全管理

施設整備（改修・建替え等）

2 戸頭北保育所

屈~心： 9ヽ~’沙1漏口ゞ：，、．：•• 9 へfヽ[|砧言『麟．
保守点検

建物保全管理

施設整備（改修・建替え等）

実施予定なし

実施予定なし

冑苫嗜羞亨芍
建築定期点検

実施予定なし

廃止・解体

LL 



藤代・藤代南中学校区域

唯一民営化が行われなかした区域であることを踏まえ． 4 つの中学校区域ごとに公立
保育所 1 か所配置の考え方に基づき．計画期間内に中央保育所の民営化について検討し

(4) 

ていきます。

国現状と第四次の整備計画

• 2 か所

・定員 中央保育所

久賀保育所

120 人

132 人

・施設数及び定員を維持

•藤代地：子育て支援センター
（藤代庁ー内に設匹）

・運営管理方法について検討

・施設改修の増
I 

・通常の保守管理を継続

•第三次計画における民営化実栢

なし
・中央保育所の民営化推進

●施設概要
•:,. 
..”？で
9•ふ

H.2 年

久賀保育所 H.20 年 鉄骨造2階 1. 272. Z4 132 人

■管理・整備予定

ー 中央保育所

•一i

建物保全管理 実施予定なし

施設整備（改修・建替え等） 実施予定なし

2
 
久賀保育所

S`]炉虎I-•R3、的叶 R4 年度1aRt 叩
保守点検

建物保全管理 実施予定なし

施設整備（改修・建替え等） 実施予定なし

l2 



6 待機児童の解消

保育需要の見込みと確保方策

第二期取手市子ども・子育て支援事業計画において定める令和 2 年度以降の保育の羅

の見込みと確保方策の数値からは，市全域では令和 2 年度の 3 号 (1 • 2 歳）を除き．

いずれの認定区分においても定員は不足しないと見込まれます。

区域別でみると， 3 号 (0 歳）は，すべての区域で定員は不足しないと見込まれてい

るものの， 2 号 (3~5 歳）及び 3 号 (1 • 2 歳）では，定員が不足すると見込まれる

ところがあります。

計画期間である 5 年問でみると，区域により定員不足が見込まれるところはあります

が，市全域では，令和 3 年度からは定員の不足はないと見込まれています。”

今後，市全域の児童人口は．総人口の減少に伴い，児童人口も減少傾向で推移すると

予測されますが，保育需要に適切に対応できるよう定員確保に努めていきます。

◎市全域

ボ2t華度ぷ立函洋函ふ魯R拉率度攣涼5涸器薮店聡海祗ぐ
呈の見込み① 1.oa3 I 1.062 I 1.oas I 1.os3 I 1,04s 

--ｷｷｷｷｷ 
確保方策② 1.265 1.265. 1.265 1.265 1.265 

···········--····-·-·•···-····-•--
差（②―①)1s2 I 203 I • 111 I 212 I 219 

籍履互望：し墓竺臭込生①―----9堕．＿＿竺I --皇- 626 ――竺
もt1疇這贔:i確保方策② •-—— §61 ·一一壁L ＿＿＿旦旦 661 661 
獅譴森箪忌詞差（②―①) -5 4 34 35 35 

量の見込み① 83 82 82 83 83 
~—· ｷ 

確堡方策堡"....·····-·"•一ー！堕． 178 178---178 178 
差（②―①).95 I 96 I 96 I •. ss I 95 

呈の見込み① 1,832 . 1,801 1,797 1,762 1.755 
-..ｷ  

確保方策② 2.104 I 2. 1 04 I 2; 104 I •. 2. 104 I 2. t 04 
-ｷｷ--

差（②―①)212 I 303 I • 307 I 342 I 349 

①取手第一中学校区域 ②取手第二中学校区域

函蘊l釦磁l函藷：I＇函蘊I函頓：1 |饗疇謳露菫屋
244 I 231 I 227 I 222 I 217 

確保方策② 255 I 255 I 255 I 255 I 255 -.......”•... 311 I 311 I 311 I 311 I 311 

差（②—①)11 I 24 I 28 I 33 I 38 86 I 94 r 107 I 110 I 11 O 

の見込み① 148 I 143 I 134 I 133 I 133 ........... 豆の見込み① 12a I 130 I 137 I 135 I 134 
. ｷｷｷ 

策② •151 I 151 I. 151 I 151 I 151 
-ｷｷｷ-ｷ-ｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷ-ｷｷｷ-ｷｷ- ・ ... 一・ ••• 

確保方策② 136 I 136 I 136 I 136 I 136 

—( )3 I 8 I 17 I 18 I 18 差（②—①)8 I 6 I -1 I l I 2 

み① 19 I 19 I 18 I 18 I 18 
~ ~ ~ ~・ ・日~．~ ~ ~．~・・ ~ ~ •••• ••• " ̀.................... 呈の見込み① 181 181 181 181 18 

策② 42 I 42 I 42 I 42 I 42 
・.....•••一•

.—( )23 I 23 I 24 I 24 I 24 
名

‘塁の見込み① 411 I 393 I 379 I 373 I 368 
-----·-··-·--··疇．．．．．．．．．．·····-·-•·······.---······......- ··-·--·-・•·••········-········

麟欝確保方策② --堕--3色ー3色．一堕．．ー·-3-色
攣疫摯差（②―①) 21 I 21 I 21 I 21 I 21 
9月5'9 」.~` `̀ 
浚•：舌念翌蓋の見込み① 371 I 365 I 359 I 354 I 353 

..._, ···-·・~ー·-- ~ ~ • •--..—•••••• •••••• 

：計・・・ 確保方策② 448 I 448 I 448 I 448 I 448 
・ー・・・ ・＊こ●-·····一，．．．．，．ー．．． ... •• ••.... ••••• .....''····•··••·--·●●・，．．．.. •· ..... ·-·•..... 

．ヽ．

確保方策② 486 I 486 I 486 I 486 I 486 ｷｷ •• ~ -•• ｷ •...... 
差（②―①)37 I 55 I 69 I 75 I 80 差（②—①)115 I 121 I 127 I 132 I 133 
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③戸頭・永山中学校区域 ④藤代•藤代南中学校区域

．：．、：？：認．恐穂芯茨．襄羞·｀；坦海低熙．浬浬： R．紐 R5・年度 R.6 年度
豆の見込み① 305 I 316 I 3411 I 322 I 312 ..........• 

確保方策② 321 I 321 I 3211 I 321 I 321 — -.........`...一•ー·ー·90· •・ー ・．．．．．．．．

差（②—①)16 I s I -20 I -1 I 9 

DI 2151 2021 1s1il 1871192 

189 I 189 I 189 I 189 I 189 
-.  - --........ -

( )-26 I -13 I ~ I 2 I -3 

竺と＿空＿＿空--土. -l—__ : ．—＿25→一
策② 50 I 50 I 50 I so I 50 

------···—..•—•• 
( )28 I 28 I 2~ I 26 I 25 

の見込み① 542 I 540 I 545 I 533 I 529 
~. ~ ~ • 

保方策② 560 I 560 I 560 I 560 I 560 
．＂會m...

—( )18 I 20 I 15 I 27 

、.'-
7., ;• • : 

R.,2.“年·• • 度•• 9 9. 煕＇・ . ；と；，へ年9• ..度.•• ; •,R,.:但... .:阻·.~.§' 描面匡.. 蒟一,9 . ;9 年’‘ 度̀9 , 

1, ｷ: 

·．(3ヽ2~』·•．~. .. • ,. .. .：.号→．~-~~ • 5ヽ.・ .•. 一·歳·.ｷ ) 、.: 

蓋の見込み① 309 298 316 308 316 
•--·-··一-····.. -...ア●●●9” .. • ... 

確保．．～方．．．·策-···②···•....囀 378 378 378 .378 378 

差（②―①) 69 80 62 70 62 

~• ぷ(~文~.~ :ヽ~i●、·~~”',,号：~.·~ .~ 2•←艶~:: r .:•誌~:,. ,ぺざ"~ごユ~). .' か• : と 皇の見込み① 175 182 175 171 —· 167 •9 9 9, 一十•••—.......... ..—·•+...._........ 
確保方策② 185 185 I 85 185 185 
…,....,...........9-.... _,...,...↓ー... 

差（②一①） 10 3 10 14 18 

|品; ば'•:.•,·.·9— ·9.•ゞー.．ベぐ,・•’•．•9＜．••、:: 一' 
豆·•·••··の-···-見- 込--·-み···-①-ｷ--ｷ1 *•-·---2-•彎4,., 23 23 23 22 

確保方策② 47 47 47 47 47 
+.,...,·ァ 9••一疇9●●●一疇••疇""..,.......~,.“’’`― 9 99,. • • 

差（②―①)23 24 24 24 25 

登.●~9• ”,•9 .; ,ゃ.·;• .:.．F1_，,··•9.斧'・.:’·,: : ｷt 9 

呈の見込み① 508 503 514 502 505 
--ｷｷ--ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ--ｷｷ-
確保方策② 610 610 610 610 610 
差（②·―···•①-·•-) ··・→●• • ｷ-

102 107 96 108 105 
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には，保育コンジェルジュ：配置し，保育施設を中心とした子育てに関する施設や制度
の情報を提供し，子育て支＂を積極的に展開しています。
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(2) 安定した保育運営のために必要な保育士配置

女性就業率の上昇や，幼児教育・保育無償化による保育需要が高まっている状況のな

か，正規保育士と非常勤保育士で柔軟な対応を実施しています。保育所は集団生活をす

るだけでなく，長期的かつ包括的に児童を把握し，計画的に成長を促すことが求められ

ます。保育の質の向上と併せて今後も多様化する保育ニーズに応えるため，職員体制の

整備が必要不可欠です。

業務の効率化を図るとともに，早朝・残留保育や土曜日保育の利用，障害児保育の実

施等の実状にあわせ，安定した保育運営ができるよう，適切な職員配置と保育士確保に

努めていきます。

廃止や民営化する公立保育所の保育士について，保育士が不足している他の公立保育

所へ配置替えをすることで，更なる手厚い保育の実施や保育士の負担軽減および待機児

童の解消が期待できます。
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